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 令和 3 年度経営計画の評価（概要） 
 

長野県信用保証協会は、公的な「保証機関」として、中小企業者の資金調達の円滑化を図り、中小企業者の健全な育成と地域経

済の発展に貢献して参りました。 

今般、令和 3年度経営計画の実施状況並びにコンプライアンス態勢及び運営について、弁護士、税理士、大学教授の 3名により

構成される「外部評価委員会」の意見・アドバイスを踏まえ、評価を行いましたので、ここに公表いたします。 

１.業務環境 

長野県経済は、新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）による影響が続き、一部に持ち直しの動きがみられる

ものの、引き続き予断を許さない状況となっています。 

製造業は中国や米国を中心とした外需の増加や内需の持ち直しで生産は高水準ながら、半導体などの部品不足や原材料価格上昇

の影響により、増加ペースが幾分鈍化し足踏みがみられます。また、非製造業は大型小売店等の売上高が持ち直しつつありますが、

オミクロン株を主とした新型コロナの感染再拡大の影響もあり、宿泊・飲食サービスなどを中心に引き続き弱い動きもみられ、県

内中小企業の景況感は回復していません。 

今後は、ウクライナ情勢等による国内経済への影響の不透明感もあり、金融資本市場の変動、供給面での制約等を受けることで、

様々な影響が生じることも懸念されます。 

２.事業概況 

令和３年度の事業概況は以下のとおりです。 

     年度計画及び実績                                   （単位：百万円、％） 

        年 度 

項 目 

令和３年度計画 令和３年度実績 

金 額 金 額 対計画比 対前年度実績比 

保 証 承 諾 210,000 143,956 68.6 23.2 

保 証 債 務 残 高 700,000 748,071 106.9 101.0 

保 証 債 務 平 均 残 高 707,000 752,552 106.4 119.9 

代 位 弁 済 10,000 2,888 28.9 141.0 

実 際 回 収 1,100 1,236 112.4 91.9 

求 償 権 残 高 2,200 889 40.4 158.6 
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保証承諾は、期間を通じて低調な推移となり、年度末での保証承諾額は 1,439 億 56 百万円（計画比 68.6％）にとどまり、

新型コロナの影響が少なかった令和元年度と比較しても金額比で 80.7％となりました。その要因として、新型コロナ資金の受

付が令和３年３月末で終了となったことや、多くのお客さまが同資金を利用して当面の手元資金の確保を前倒しで行ったこと

などが考えられます。 

一方で保証債務残高は、前年度中の新型コロナ資金での借換や返済据置等で減少ピッチが緩やかになっていたこともあって、

令和３年４月末に過去最高額の 7,608 億 18 百万円、令和３年度末では令和２年度末を上回る 7,480 億 71 百万円（計画比

106.9％）となり、計画を大きく超える結果となりました。 

代位弁済金額は、28億88百万円（計画比28.9％）の実績となり、令和２年度に比して増加したものの引き続き低い水準とな

りました。各種補助金、新型コロナ資金をはじめとする金融支援による運転資金の確保、返済緩和の条件変更に対する柔軟対

応等により企業の資金繰りが下支えされたことで、代位弁済の抑制の継続につながっているものと思われます。 

求償権の回収については、無担保求償権の割合が高く、回収見込みの乏しい代位弁済が大半を占める状況や、コロナ禍で関  

係者との接触が限定されるなどの要因もありましたが、12 億 36 百万円（計画比 112.4％）の回収額となり、回収環境の悪化

が継続しているなかで計画を上回る実績となりました。 

３.決算概要 

令和３年度の決算概要（収支計算書）は以下のとおりです。 

    収支計算書                                 （単位：百万円、％） 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画に対して保証料収入の増加や代位弁済が低水準で推移したこと等により、収支差額は 25億 55百万円となりました。 

        年 度 

項 目 

令和３年度計画 令和３年度実績 

金 額 金 額 対計画比 対前年度比増減額 

経常収入 7,021 7,565 107.7 1,055 

経常支出 5,194 4,772 91.9 118 

経常収支差額 1,827 2,793 152.9 937 

経常外収入 10,267 6,764 65.9 1,942 

経常外支出 12,094 7,001 57.9 146 

経常外収支差額 △1,827 △237 13.0 1,796 

制度改革促進基金取崩額 0 0 － － 

収支差額変動準備金取崩額 0 0 －  △178 

当期収支差額 0 2,555 － 2,555 
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この収支差額については、9億 70百万円を収支差額変動準備金に、15億 85百万円を基金準備金に繰り入れました。 

４.重点課題 

（１）保証部門   

１）ウィズコロナ・アフターコロナでの資金繰り支援 

・新型コロナの影響が続き、依然として厳しい状況にあるお客さまに対しては、実情を踏まえた最適な資金繰り支援となるよう 

取り組みました。 

・返済のリバランスを目的とする「バリューアップ！借換保証」や長期安定資金の確保を目的とする「長期成長保証『つなぐ』」 

を活用し、コロナ禍からの脱却とさらなる成長を目指すお客さまの支援を行いました。 

２）自然災害からの再生・復興のための資金繰り支援 

・新型コロナ関連では令和２年度に続き、経営安定関連保証等の利用により事業の再建や資金繰りの安定に寄与しました。 

３）お客さまのライフステージに応じた資金繰り支援 

・新型コロナの影響により減少となっていた創業関係の保証利用は、利用企業者数・利用件数・金額ともに前年を上回りコロナ 

禍前の水準まで回復しました。 

・経営者保証に依らない保証を金融機関と連携して推進し、「経営者保証に関するガイドライン」による無保証人での取り扱い 

を65件実行しました。また、「経営者保証に関するガイドラインの『特則』」に基づき、事業承継時の保証人の取り扱いに適切 

に対応しました。 

４）顧客サービスの充実による満足度の向上 

・「信用保証懇話会」を金融機関の方々とお客さま・支援機関の方々とに分け、それぞれ令和３年１０月、１１月に開催しまし 

た。出席者の方々からは「今後の企業支援の課題」、「業種業態等を踏まえた返済条件変更への対応」などについて、さまざま 

なご意見をいただき、業務改善に役立てました。 

・保証申込から融資実行までのデジタル化を進めるべく、令和３年度には県内主要金融機関の保証書の電子化を実現しました。 

・事務の平準化や事務フローの見直しを継続的に進め、必要書類の見直しを実施するとともに、一部の保証申込関係書式等の押 

印レス化を実現しました。保証申込のデジタル化に向け、正確な事務処理と業務の合理化を継続的に進めていきます。 

５）保証取引拡大への取り組み 

・地域で行われている創業塾等に参加し、創業者向けガイドブック等の配布により創業予定者への情報提供を行いました。また、 

学生や若者の創業マインドを醸成するセミナーを長野市内の専門学校等で開催しました。 

・新規に保証利用していただいたお客さまのうち4,669先を対象にダイレクトメールを送付することにより、当協会の事業内容 
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の周知を図りました。 

６）新しい分野に進出するお客さまへの取り組み 

・「新たな日常」の実現や、新分野への進出などに取り組むお客さまに対して、最適な保証制度を提案することで積極的な取り

組みを支援しました。また、事業再構築補助金を活用したビジネスモデルの再構築に取り組むお客さまに対して、金融機関

と連携し積極的に資金需要に応需しました。 

７）地方創生、ＳＤＧｓに取り組むお客さまへの支援 

・地方創生、ＳＤＧｓに取り組むお客さまに対して県の中小企業融資制度や「『地方創生』応援社債保証」を活用し、資金調達 

の支援を行いました。 

（２）期中管理・経営支援部門 

  １）コロナ禍・自然災害からの再生・復興のための経営の改善発達支援 

・お客さまの経営状況が客観的に把握できるよう、当協会が費用を負担する「中小企業診断士活用支援事業」を 60企業に実施 

するとともに、個々の経営課題の解決につなげる「経営サポート専門家派遣事業」についても 26企業に実施しました。また、 

延べ 161企業に「よろず支援拠点」や「中小企業 119」等の専門家派遣利用を働きかけ、専門家と同行訪問した実績は 234回 

となりました。 

・「信州中小企業支援ネットワーク会議」を２回開催し、コロナ禍における金融機関連携の強化に努め、お客さまに対する円滑 

な支援環境の構築に取り組みました。 

２）お客さまのライフステージに応じた経営の改善発達支援 

・保証申込や返済緩和申込等に際し金融機関を通じて経営改善等に向けた動機付けの促進を図るとともに、税理士をはじめとす 

る認定支援機関との連携強化に努め、国の施策である「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」を利用しやすい環境 

とするため、同事業を利用した27企業に対して経営改善計画策定費用の一部補助を実施しました。（補助合計額3,605千円 ／

1企業平均133千円） 

・再生支援協議会が策定支援した4企業の抜本的再生手法による再生計画に同意しました。また、新型コロナの影響により資金 

繰りに困窮しているお客さまに対し、再生支援協議会が策定支援した特例リスケについて、72企業の計画に同意しました。 

３）関係機関との連携によるお客さまとの取引深耕 

・「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」を利用している 122企業について、モニタリングを実施し、計画進捗等を 

把握しました。また、効果的な方策が継続的に講じられるよう金融機関と連携しフォローアップを目的とした訪問を 71企業

に 83回実施しました。 

・「事業承継」等の課題を抱えるお客さまへの支援のため、「長野県事業承継・引継ぎ支援センター」等と支援施策等の情報交換 
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を行うとともに、緊密な連携を図りました。 

４）経営支援のノウハウ共有 

・経営支援に係る「ベストプラクティス」事例の共有を行いました。支援事例は、経営改善の働きかけや支援プロセスを重視す 

     るものとし、お客さまとのリレーションシップの構築及び職員の意識醸成と支援スキルの向上に寄与するよう取り組みました。 

５）経営支援の効果検証の試行、準備 

・経営の改善発達支援の定量的な効果検証の試行・準備を進めるため、多面的なデータ収集を行いました。 

（３）回収部門 

１）求償権の適切かつ効率的な管理・回収 

・保証部門・経営支援部門との連携を強化し、事故報告書が提出された時点で代位弁済が避けられないと判断されるお客さまに 

ついては資産調査等により実態把握に取り組みました。 

・求償権管理の合理化・効率化を図るため、回収見込みの見極めを早期に行うとともに、適切な管理事務停止及び求償権整理と 

なるよう、正確な現況把握に努めました。 

２）お客さまの実態を踏まえた多様な回収方法の推進 

・不動産担保のある求償権は減少傾向にあるなか、物上保証人等の関係者との調整や広く購入者を探すこと等により任意処分の 

促進に努め、担保からの回収額は前年度比で 92.1％の実績となりました。 

・返済が不履行になっている場合にあっては、支払督促等の法的措置を 142件実施しました。 

・求償権の回収環境が厳しいなか、定期回収については、利便性の高い口座振替、コンビニエンスストアからの振込を推進す 

ることにより前年比で 95.6％の実績となりました。 

３）再チャレンジ支援の推進 

・金融機関、支援機関等と連携して「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理を２件 

実施し、早期の回収を図るとともに、事業再生や経営者の生活再建を支援しました。 

・連帯保証人の実態をきめ細かく把握し、生活再建も考慮しながら一部弁済による保証債務免除を適切に実施しました。 

・経営者の再起等を総合的に勘案して「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理を８件実施しました。 

（４）その他間接部門 

１）コンプライアンス態勢の強化 

・コンプライアンス・プログラムに従い、コンプライアンス委員会の活動や研修および啓蒙活動を通じて、役職員に対しコンプ

ライアンスの重要性について周知徹底を図りました。 
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２）経営のガバナンス強化 

・経営理念や中期事業計画、年度経営計画の考え方や施策を職員一人ひとりに浸透させ、同じ方向性をもって行動できるよう、 

ＰＤＣＡサイクルを組織的に実行し、組織力の向上に努めました。 

３）リスク管理の強化 

 ・令和３年１１月に、地震・火災・システム障害などへの対応を想定した総合的な非常災害防衛訓練を実施しました。訓練時の

反省など踏まえながら、災害時対応の点検や整備を行いました。 

４）広報による情報発信力の強化 

 ・創業支援・経営支援をはじめ、新型コロナ関連の支援策などをホームページや広報誌等の媒体により発信しました。 

５）人材育成と職場環境の整備 

・職員の仕事と子育ての両立を図るため職場環境整備に努め組織的な子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得しまし

た。 

６）効率的な経営資源の投入 

・保証書の電子化によるデジタル化の促進により、業務の生産性向上や合理化につながるよう取り組みました。 

７）財務健全性の維持 

 ・質の高い信用保証サービスの提供や適切な回収業務を行うとともに、安全かつ効率的な資金運用及び経費の削減に努め、財務

の健全性維持に努めました。 

８）地方創生、ＳＤＧｓへの取り組み 

・グリーンボンドやソーシャルボンド等のＳＤＧｓ債を購入し、ＳＤＧｓの普及・達成に寄与しました。 

５. コンプライアンス態勢及び運営について 

  理事会（令和３年３月 1５日）で承認された「令和３年度経営計画」及び「令和３年度コンプライアンス・プログラム」に従った

取り組みを行いました。その結果、協会職員全体のコンプライアンスに係る意識の向上が図られたものと認識しています。 

６. 外部評価委員会の意見等 

（１）令和３年度経営計画の実施状況に係る評価 

保証部門 

・保証承諾額については低調であったものの、コロナ資金が行き渡ることで相応の手元資金が調達できていたことが背景にあるも
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のと考えられ、従来から中小企業者の資金繰りの下支えに努めてきたことが理解できる。 

・保証債務残高については、コロナ資金等に係る返済据置期間の設定や延長により返済ピッチが緩やかになっていること等から高

い水準に留まっている。今後、返済始期が到来する中で、思うように売上が確保できない中小企業者は返済が厳しい状況になっ

ていくことが予想される。それぞれの先の実情を勘案しながら、引き続き中小企業者に寄り添った資金繰り対応をしていただき

たい。 

期中管理・経営支援部門 

・感染拡大防止の影響が続いていた等により経営支援関係の活動は積極的に行い難い環境であったと思われるが、企業との面談や

専門家の活用等の件数を増加させるなど、着実な取り組みがなされている。 

・今後は市場環境変化やコロナ禍で増加した借入金の負担等、中小企業者自身の実力が試される局面を迎えることは想像に難くな

い。実態把握をしっかり行ったうえで、協会が担うべき本筋も意識しながら、引き続き金融機関や専門家等と連携して個別に見

合った経営支援に取り組んでいただきたい。   

回収部門 

・コロナ禍で関係者との接触が限定されるなど、回収環境が悪化している中で計画を上回る回収実績となった点は評価できる。 

・今後は代位弁済が増加する可能性が高くなるものと思われるが、回収局面においても中小企業者の実情をきめ細かく把握しなが

ら、関係者それぞれの状況を踏まえつつ、引き続き適切な対応をしていただきたい。    

その他間接部門 

・マンパワーが限られる中で、再雇用者を活用して若手職員へのノウハウ承継に取り組むなど人材育成や業務環境整備への取り組 

みが適切に行われている。 

・職員が発言しにくいなど組織内の風通しが悪くなると職場環境の悪化等の問題にも繋がりやすくなるので、コミュニケーション

不足には陥ることがないよう留意していただきたい。 

・職員への研修については、奇をてらったものとせず、協会として着実に中小企業者の支援につながる内容となるよう努めていた

だきたい。 

（２）令和３年度コンプライアンス態勢及び運営に係る評価 

・コンプライアンス・プログラムに沿った取り組みがしっかりなされている。 

・ただし、かつては当たり前に行われていたような上司による部下への指導が今では世代感覚の違い等によってパワハラ等と受け

止められるような事案が社会一般では発生している。気を緩めることなく、今後もより一層コンプライアンスの充実に努めてい

ただきたい。 

 


